
第 1 1 号 議 案 

令和元年６月 28 日 

総 務 課 

任 用 給 与 課 

東京都人事委員会規則の一部改正について 

標記の件について、下記の東京都人事委員会規則を別添のとおり改正し、施

行する。 

記 

東京都人事委員会規則の一部改正 

１ 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則 

２ 東京都職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則 
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１ 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則 

 派遣先法人の追加に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 

内 容 

別 表 第 一 

（条例第2条関係） 

【派遣先団体の追加に伴う規定整備】 

○ 別表第一（公益的法人）

・一般財団法人東京学校支援機構

団体名 一般財団法人東京学校支援機構 

申請者 東京都教育委員会教育長 

都事業との

関連性及び

職員派遣の

必要性 

・当法人は、都内公立学校を多角的に支援する事

業を実施することにより、教職員の負担軽減と教

育の質の向上を図り、もって東京の教育の振興に

寄与することを目的として設立される法人であ

る。

なお、以下の３つの機能を柱として、学校の実

情を踏まえたきめ細かく継続的な支援を実施す

る。

(1)学校が必要とする人材を開拓・紹介する「人材バン

ク」を設置し、学校を支える人員に必要な研修を行う

など多様な人材を確保する機能

(2)国際交流に必要な高度な交渉等の代行や、教員が職

務上の法律問題などを専門家に相談できる窓口の設置

など教員をサポートする機能

(3)学校事務を効率化し、事務職員による教員の支援など

を推進する事務センター機能

・当法人は都庁グループの一員として、都教育委員会

の施策実現の一翼を担うものであり、事業実施にあた

っては都教育委員会をはじめ区市町村教育委員会や各

学校との緊密な連携が重要となる。こうしたノウハウ

を有する都職員を派遣することで、連携の取れた事業

展開が可能となる。

また、学校が真に求める支援を実施するためには、

学校現場の実情を熟知した人材が必要となることか

ら、法人事業の実施には都職員の派遣が不可欠である。 

都の補助金 運営費補助金を交付予定  
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【参考】 

公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例第２条及び第 10条（抄） 

 (職員の派遣) 

第２条 任命権者は、次項に定める団体との間の取決めに基づき、当該団体の

業務にその役職員として専ら従事させるため職員を派遣することができる。 

2 法第２条第１項に規定する条例で定めるものは、次の各号のいずれか 

に該当する団体で、人事委員会規則で定めるものとする。 

一 都が出資し、若しくは補助金、負担金その他これに準ずるものを支出し、

又は事業の委託若しくは役員の派遣を行っている団体 

二 地方行政に資する事業を広域的に行っている団体 

 三 公共の利益の増進を目的とする事業を行っている団体で、都がその事業に

参画し、又は協力することが、都の施策の推進に有益と認められるもの 

  (法第 10条第１項に規定する条例で定める法人) 

第 10条 法第 10条第１項に規定する条例で定める株式会社は、次の各号のい

ずれかに該当する団体で、人事委員会規則で定めるものとする。 

 一 都が出資し、若しくは補助金、負担金その他これに準ずるものを支出し、

又は事業の委託若しくは役員の派遣を行っている団体 

二 地方行政に資する事業を広域的に行っている団体 

三 公共の利益の増進を目的とする事業を行っている団体で、都がその事業に

参画し、又は協力することが、都の施策の推進に有益と認められるもの 

 

施 行 期 日 

附       則 

  

 令和元年７月４日 
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【参考】 

 

公益的法人等への派遣について（資料）    

 

  ○派遣法及び派遣条例に基づく身分的取扱い 

  派遣先団体の例 

  ・一般財団法人東京都人材支援事業団 

  ・公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

  ・公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター 

  ・公立大学法人首都大学東京 

・株式会社東京ビッグサイト 

   

 公益的法人等への派遣 営利法人への退職派遣 

対象職員 一般職、再任用職員（ﾌﾙﾀｲﾑ勤務、短時間勤務） 

派遣前の手続 職員の同意 任命権者の要請に応じ退職 

※任命権者と対象法人との間で、業務内容・報酬・福利厚生等につ

いて、取決め書を締結、職員本人に取決め内容を明示 

復職 期間満了により復職 

派遣期間 ３年以内（５年まで延長可） ３年以内 

服務 身分上の服務 

（信用失墜、政治行為制限） 

なし 

（公務員としての身分喪失） 

職務上の服務（職務命令義務・職務専念義務）不適用 

退職手当 期間通算 

年金 期間通算 

勤務時間等 都勤務時間条例の例による（休暇の取得・勤務実績は相互通算） 

災害補償 都の公務・通勤災害による補償と同程度の補償 

分限・懲戒 協議の上、都と派遣先で行う 派遣先団体で行う 

雇用保険 適用外 派遣先団体の雇用保険を適用 

健康保健等 派遣前と同様に共済組合の一般

組合員 

派遣先団体での健康保険等を適用

する 

共済組合 地方公務員等共済組合法に係る

規定を適用する 

長期給付のみ適用する 

福利厚生 （一財）東京都人材支援事業団正会員 
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２ 東京都職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則 

派遣法派遣対象団体の追加に伴い、所要の改正を行う。 

項   目
該 当 条 文 内 容 

別  表  第  一 

（第 9 条関係） 

【働きかけ規制適用除外団体の追加に伴う規定整備】 

都の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う団体を新たに規定 

○ 別表第一

・一般財団法人東京学校支援機構

施  行  期  日 

附      則 

令和元年７月４日 

【参考】東京都職員の退職管理に関する規則 第９条 

地方公共団体若しくは国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を

行う法人として、地方独立行政法人、退職手当通算法人、別表第一及

び別表第二に掲げる団体を規定 

※ 公益法人等派遣法においても、職員を派遣する対象となる団体を

「業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連

を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図る

ため人的援助を行うことが必要である」団体と規定
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学校をきめ細かくサポートする全国初の多角的支援機関（新財団）を設立し、学校の教育の質を向上 

教育庁における新財団の設立について 
現状・背景 
○ 学習指導要領の改訂や社会的な要請による教育課題の増加等により、学校教育に特段の対応が求められている
○ 「過労死ライン」の教員が多数存在し、教員採用選考の受験倍率も低下している状況であり、教育の質の低下も懸念される
○ 「教員の負担軽減」と「教育の質の向上」の両立を図るため、東京都教育委員会として多様な取組を複合的に行っていくことが重要

新財団の概要 

事  項 内 容 
名  称 一般財団法人東京学校支援機構 （略称：TEPRO (ﾃｨｰﾌﾟﾛ)） 

設立目的 
都内公立学校を多角的に支援する事業を実施することにより、 
教職員の負担軽減と教育の質の向上を図り、もって東京の教育の 
振興に寄与する 

設立日 令和元年7月1日（予定） （事業運用開始は令和２年4月予定） 

事業内容 学校教育の支援に関する事業、教職員に対する支援事業、 
学校における事務及び施設の管理に関する事業 等 

基本財産 1.9億円 （都出捐比率：100％） 

理事長 坂東 眞理子（昭和女子大学理事長） 

＜令和元年度＞ 

施設課長

総務課長常務理事
※事務局長兼務

理事長 総務部長

人材支援課長

評議員会

理事会

監事

組 織 

新財団の機能 
① 多様な外部人材を安定的に確保する機能
→学校が必要とする人材を開拓・紹介する
「人材バンク」を設置

→学校を支える人員に必要な研修を実施

② 教員サポート機能
→国際交流に必要な高度な交渉等の代行
→教員が職務上の法律問題などを専門家に相談でき
る窓口の設置

③ 学校の事務センター機能
→共通処理が可能な学校事務を集約実施
→学校施設の維持修繕を効果的・迅速に処理

事業規模 

■ 令和元年度の体制（政策連携団体として指定予定）

組織規模 １３名体制（令和元年度） 

事業規模等 

約５億円 
 （うち出捐金 1.9億円） 
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